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8 5.4

「Microsoft Excel や Access等の財務省が指定す
るソフトウェア」とありますが、具体的に対象となる
ソフトウェアをご教示いただくことは可能でしょう
か。

要員に必要な知見・能力を正確に把握するため。
対象となるソフトウェアは、基本的にはＥｘｃｅｌとAccessを想定しております
が、業務効率化に資するものであれば、他のMicrosoft Office製品を用い
ていただくことも可能です。

8 5.4
既存の業務ツールについて、設計書等ドキュメン
トはあるでしょうか。また、ある場合、公示後の仕
様閲覧にて拝見することは可能でしょうか。

役務範囲及び要員に必要な知見・能力を正確に
把握するため。

既存の業務ツールについて、設計書等のドキュメントはございません。

8 5.4

「既存の業務ツール（EUC 等）の改修や新規導入
等を財務省が行うことにあたり支援する」とありま
すが、改修作業自体は財務省職員の方または本
調達の受注者いずれの実施になるでしょうか。

役務範囲及び要員に必要な知見・能力を正確に
把握するため。

9 5.5
「構築・導入作業支援」とありますが、構築作業自
体は財務省職員の方または本調達の受注者い
ずれの実施になるでしょうか。

役務範囲及び要員に必要な知見・能力を正確に
把握するため。

15 6.3.1

作業責任者の要件「（3）債券を中心とする市場系
運用システムのパッケージに精通しており、同様
のシステムに係るコンサルティング業務の経験」
を要件から削除してはいかがでしょうか。当該要
件に係る知見・能力は同様の経験が求められる
主たる従事者によって充足すると考えます。

要件を1名で満たすためには、公共領域の専門家
かつ金融領域の専門家であることが求められると
ころ、両領域は異なる部署の所管としている業者
が多い。特に、(3)はさらに専門領域が限定されて
おり、必要以上の要件により競争性を低下させる
と考えられるため。

15 6.3.1
上記が難しい場合、作業責任者を1名と限定せ
ず、2名以上の配置を認めていただくことは可能
でしょうか。

要件を1名で満たすためには、公共領域の専門家
かつ金融領域の専門家であることが求められると
ころ、両領域は異なる部署の所管としている業者
が多く、競争性を低下させると考えられるため。ま
た、公共領域の専門家と金融領域の専門家が共
同で責任者となることで、より広く深い知見・経験
を本業務に活かすことができ、品質向上に繋がる
と考えるため。

外債取引等管理システムの更改において、 円滑な業務の遂行、リスク管
理、適切な工程管理等を行うためには、作業責任者が債券を中心とする
市場系運用システムのパッケージに精通していること及び政府の情報シ
ステムに関する業務経験を有することは重要であると考えております。ま
た、作業責任者の数ですが、責任の明確化やコミュニケーションの効率性
を踏まえると、一人であることが望ましいと考えております。
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構築後のメンテナンスへの対応等も踏まえ、職員が主体となって構築する
ことを目指しますが、業務ツールの重要性や構築の難易度等を考慮した
うえ、受注者の持つ知見を最大限有効活用することも鑑み、仕様等の検
討から実際の構築まで職員と共同で作り上げていくことを前提とした支援
をいただくことを想定しております。




